
（ 3） 独立行政法人日本貿易振興機構が保有する保証金について

（平成 20年度決算検査報告 410ページ参照）

1 本院が表示した意見

独立行政法人日本貿易振興機構（以下「機構」という。）は、資産として保有する保証金 204

億 5580万余円を民間業者に預託して運用させ、その利息収入によりコンテンツ産業国際展

開支援等の事業を行っている。しかし、保証金の保有額が当該利息収入により実施している

事業の規模に見合っていなかったり、事業の実施方法がいったん契約すると長期間同一業者

との契約が継続されることになっていたりなどしていて、資産保有の妥当性や事業の競争

性、透明性確保等の面から適切とは認められない事態が見受けられた。

したがって、経済産業省において、預託した保証金の利息収入により行うという事業の実

施方法について見直すとともに保証金を含めた資産の保有規模を適正なものとするよう機構

に検討させて、不要となる資産は国庫に返納させることができることとする処置を講ずるよ

う、経済産業大臣に対して平成 21年 10月に、会計検査院法第 36条の規定により意見を表

示した。

2 当局の処置状況

本院は、経済産業本省及び機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を

行った。

検査の結果、経済産業省は、本院指摘の趣旨に沿い、機構に対して、保証金を預託先に運

用させ、その利息収入を事業費に充てるという事業の実施方法の見直し及び機構が保有する

資産の適正な規模について検討するよう指導・助言していた。その結果、機構は、当該実施

方法を見直した上で、預託先と協議するなどして保証金を順次回収するとともに、資産の保

有規模を適正なものとするため 204億 5580万余円を国庫に返納することとした。そして、

22年 9月末現在、機構は、204億 5580万余円のうち 116億 3080万余円を回収し、残余の

88億 2499万余円については回収に向けて預託先と調整を続けている。

また、不要な資産を国庫に返納させる制度の整備については、「独立行政法人通則法の一

部を改正する法律」（平成 22年法律第 37号）が 22年 5月 28日に公布され、 6か月以内に施行

されることとなったことを受けて、不要財産を国庫返納するための処理方法等について検討

を行っている。

（ 4） 中小企業金融安定化特別基金の活用について

（平成 20年度決算検査報告 414ページ参照）

1 本院が要求した改善の処置

平成 10年度から 12年度まで実施された中小企業金融安定化特別保証（以下「特別保証」と

いう。）から生ずる損失補てんを行うために全国 52の信用保証協会（以下「協会」という。）に設

置された中小企業金融安定化特別基金（以下「特別基金」という。）は、19年度末の特別保証債

務残高等から試算すると、31協会に 391億 3005万円が取り崩されることなく保有され続け

ることが見込まれる状況となっていた。また、20年 10月に原材料価格高騰対応等緊急保証

制度（21年 4月に同制度の名称は「緊急保証制度」とされた。以下、原材料価格高騰対応等緊

急保証及び緊急保証を合わせて「緊急保証」という。）が創設されて以降、特別保証付借入れか
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ら緊急保証付借入れへの借換えにより、特別基金が更に使用されなくなるという事態も見受

けられた。しかし、現行の制度では、特別基金は特別保証の収支計算に係る欠損の補てんに

のみ充てることができるとされていて、緊急保証に係る損失処理等には使用できないことと

なっている。

したがって、経済産業省において、特別基金の使途が特別保証による欠損の補てんに限定

されている現行の制度を改めて、緊急保証による欠損の補てんにも充当できるようにするな

どして特別基金の有効活用を図るよう、経済産業大臣に対して 21年 7月に、会計検査院法

第 36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、経済産業省中小企業庁において、その後の処置状況について会計実地検査を行っ

た。

検査の結果、経済産業省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

すなわち、経済産業省は、内閣府と協議して、信用保証協会法施行規則（昭和 28年大蔵

省・通商産業省令第 3号）の一部を改正する命令（平成 21年内閣府・経済産業省令第 2号）を定

め、21年度末をもって特別基金を廃止した。そして、中小企業庁は、特別基金の有効活用

を図るため、社団法人全国信用保証協会連合会（以下「連合会」という。）に対して通知を発

し、同年度末の特別基金残高を各協会の 21年度決算において損失補償金勘定へ振り替え、

これを、22年度以降、協会における特別保証に係る損失を処理する資金としてのほか、緊

急保証等に係る損失を処理する資金としても活用することができることとした。これを受け

て、21年度末に特別基金残高のあった 32協会は、同年度の決算において特別基金残高計

410億 4547万余円を損失補償金勘定へ振り替えた。

また、中小企業庁は、緊急保証等に係る損失を処理するために国の補助金（22年度当初予

算額 39億円）により連合会に造成中の経営安定関連保証等特別基金から受ける損失補償（21

年度の損失補償額は 236億余円）については、損失補償金勘定の残高がなくなるまで請求で

きないなどとするよう制度を改めた。
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